
 
 

 

航
空
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

 

令
和
七
年
五
月
二
十
九
日 

 

参
議
院
国
土
交
通
委
員
会 

 

  

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

令
和
六
年
一
月
の
羽
田
空
港
航
空
機
衝
突
事
故
に
よ
り
尊
い
人
命
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
重
く
受
け
止
め
、
同
様
の
事
故
を

二
度
と
発
生
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
実
効
性
の
あ
る
再
発
防
止
策
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

二 

滑
走
路
安
全
チ
ー
ム
へ
の
航
空
事
業
者
や
グ
ラ
ン
ド
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
事
業
者
等
の
現
場
職
員
の
参
画
を
確
実
に
働
き
か

け
る
こ
と
。
ま
た
、
同
チ
ー
ム
の
活
用
な
ど
を
通
じ
、
各
種
の
滑
走
路
誤
進
入
防
止
対
策
に
つ
い
て
、
そ
の
効
果
や
課
題
な

ど
を
現
場
職
員
の
声
を
踏
ま
え
て
不
断
に
検
証
し
、
必
要
な
改
善
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

三 

グ
ラ
ン
ド
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
に
従
事
す
る
者
が
安
心
し
て
安
全
に
働
く
た
め
の
環
境
整
備
に
向
け
て
、
処
遇
の
改
善
、
勤
務

間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
の
導
入
や
、
航
空
会
社
と
グ
ラ
ン
ド
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
事
業
者
及
び
グ
ラ
ン
ド
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
事
業
者

間
の
適
正
取
引
を
国
と
し
て
推
進
す
る
こ
と
。
ま
た
、
適
正
取
引
等
推
進
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、

特
に
外
国
航
空
会
社
と
本
邦
グ
ラ
ン
ド
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
事
業
者
と
の
契
約
の
実
態
を
正
確
に
把
握
し
、
実
効
性
の
向
上
を
図

る
こ
と
。
あ
わ
せ
て
、
グ
ラ
ン
ド
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
事
業
者
に
対
す
る
安
全
監
督
体
制
の
強
化
に
向
け
た
新
た
な
仕
組
み
の
構

築
に
当
た
っ
て
は
、
事
業
者
の
事
務
負
担
等
を
考
慮
し
て
対
応
す
る
こ
と
。 

 

四 

将
来
的
な
航
空
需
要
の
増
大
を
見
据
え
、
航
空
管
制
官
の
人
的
体
制
の
強
化
・
拡
充
を
計
画
的
に
進
め
る
と
と
も
に
、
航

空
管
制
官
の
職
場
環
境
を
改
善
し
、
ス
ト
レ
ス
ケ
ア
体
制
を
拡
充
す
る
等
、
働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り
を
推
進
す
る
こ
と
。 

 



五 

頻
繁
に
離
着
陸
が
行
わ
れ
る
空
港
等
に
お
い
て
離
着
陸
を
行
う
パ
イ
ロ
ッ
ト
に
対
す
る
Ｃ
Ｒ
Ｍ
訓
練
の
修
了
の
義
務
付

け
に
当
た
っ
て
は
、
全
て
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
が
適
切
に
訓
練
を
受
講
で
き
る
よ
う
訓
練
の
実
施
体
制
の
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、

ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
の
未
然
防
止
の
た
め
に
実
効
性
の
あ
る
訓
練
内
容
と
す
る
ほ
か
、
訓
練
の
内
容
、
時
間
、
料
金
等
の
具

体
的
な
内
容
を
明
確
に
し
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
に
対
し
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
諸
外
国
の
Ｃ
Ｒ
Ｍ
訓
練
の
実
情
調
査
の

結
果
を
踏
ま
え
、
我
が
国
の
Ｃ
Ｒ
Ｍ
訓
練
に
必
要
な
も
の
は
適
切
に
取
り
入
れ
る
こ
と
。 

 

六 

昨
今
の
航
空
機
乗
組
員
の
飲
酒
等
に
よ
る
不
適
切
事
案
の
発
生
を
踏
ま
え
、
航
空
輸
送
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
航
空

運
送
事
業
者
に
対
し
、
航
空
機
乗
組
員
が
業
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
心
身
の
異
常
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
や
ア
ル

コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
業
務
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
業
務
に
従
事
さ
せ
な
い
こ
と
を

指
導
・
徹
底
す
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
う
し
た
事
案
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
航
空
運
送
事
業
者
に
お
け
る
安
全
管
理
体
制

や
取
組
に
つ
い
て
、
第
三
者
の
視
点
を
含
め
た
検
証
及
び
改
善
が
不
断
に
図
ら
れ
る
よ
う
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

七 

災
害
時
に
お
け
る
国
に
よ
る
地
方
管
理
空
港
等
の
工
事
代
行
や
権
限
代
行
に
つ
い
て
、
空
港
管
理
者
か
ら
の
要
請
に
対
し
、

国
自
ら
施
行
又
は
実
施
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
こ
と
を
客
観
的
に
判
断
す
る
た
め
の
基
準
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
災

害
復
旧
工
事
や
航
空
機
の
エ
プ
ロ
ン
の
利
用
調
整
等
に
迅
速
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
国
の
組
織
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。
あ

わ
せ
て
、
各
空
港
管
理
者
等
に
お
い
て
代
行
制
度
の
創
設
を
踏
ま
え
た
災
害
時
対
応
へ
の
備
え
が
進
む
よ
う
、
所
要
の
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。 

 

八 

災
害
時
に
お
け
る
緊
急
輸
送
の
確
保
等
の
た
め
に
空
港
が
果
た
す
べ
き
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、
空
港
の
耐
災
害
性
の
強

化
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
所
要
の
予
算
の
確
保
を
図
り
、
対
策
を
進
め
る
こ
と
。 

 

九 

地
方
管
理
空
港
の
老
朽
化
の
進
行
に
対
し
、
地
方
公
共
団
体
の
技
術
系
職
員
不
足
に
よ
り
地
方
管
理
空
港
の
維
持
管
理
が

不
十
分
と
な
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
国
に
よ
る
地
方
管
理
空
港
の
工
事
の
代
行
と
併
せ
、
技
術
系
職
員
の
確
保
・
育
成
及
び

定
着
の
た
め
の
施
策
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
導
入
や
自
動
化
を
促
進
し
、
業
務
の
効
率
化
に
向
け
た
環



境
整
備
を
図
る
こ
と
。 

 
右
決
議
す
る
。 


